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+ 問題設定	  
+ 疑似科学とは	  

+ 四つの事例	  

+ 疑似科学に関する倫理問題	  

+ 専門職倫理としての科学者倫理	  

+ 専門職倫理の観点から疑似科学問題につい
て考える	  

+ ディ＝ジョージ風の疑似科学批判要件	  
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+ 疑似科学的言説について科学者は	  
– 何をするべきか	  

– 何をしてもよいか	  
– 何をしてはならないか	  
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+ 科学のようで科学でないもの	  
– 科学のよう→　自分たちのやっていることは科学
だと主張している、用語やプレゼンテーションの仕
方に科学の装いをまとっている	  

– 科学でない→科学者たちによって科学と認められ
ていない、客観的に「科学」としての条件を満たし
ていない。個々の判断においては具体的な基準
に照らしているというより直感的に判断されている
というのが実情。	
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+ 疑似科学をめぐって科学者の側にどんな義務
が発生しうるのかを探索するためにいくつか
の事例の概略を見ていく。	  
(1)	  創造科学とID論	  

(2)	  水からの伝言	  
(3)	  ゲルマニウム健康食品	  
(4)	  神経神話	
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+  創造論	
–  聖書に書いてある物語が文字通
り正しいとする立場	

+  創造科学	
–  創造論の立場を科学的にサ
ポートしようという考え方	

+  ID論（知的設計論）	
–  創造論のうち神の設計と進化論
批判だけを残したもの	 
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+  進化論の批判	  
– 進化の証拠の不十分性（中間形態の化石が見つかって
いないところがある等）	  

– 地球の年代測定方法の不確かな部分を指摘	  

+  聖書に基づく理論　	  
–  　洪水地質学（大洪水があったという前提のもとに化石史
料や地層を説明、流体力学とは矛盾）	  

–  ノアの方舟の伝説に基づいて現在の生物層を説明(方舟
には現存のすべての種は入りきらないのである程度の変
化は許容）	
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+  次のどれが人間の起源と発達についてあなたの考えにもっ
とも近いですか	
人間は神の導きのもとに、何百万年もの時間をかけてより原始的な生
き物から発達してきた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

36％	

人間はそのように発達してきたが、神はその過程になんら関わっていな
い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   	

14％	

神は人間を１万年まえかそのくらいの時期に今の形で創造した	

	 	 	 	 	 	 	         44％	

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

5％	

　　　　（2008年　１８歳以上のアメリカ人１０００人対象）	
+  1982年以来この質問への答えは４：１：４周辺でほとんど変わっていない	
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2005.09.26産経webの見出し	  
+  「反進化論」米で台頭　渡
辺久義・京大名誉教授に
聞く	  

+ 進化論偏向は道徳教育に
マイナス　　日本の識者も
主張	
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+  渡辺氏の主催する団体	  

+  名前だけからはわかり
にくいが知的設計論を
推進する団体。	  

+  統一協会との関係も。	

http://www.dcsociety.org/ 
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+ 創造科学の擁護者として-‐-‐-‐	  創造科学運動の
創始者であるモリスは土木技術者、理論面を
担当したギッシュは生化学者。ID論運動の提
唱者のジョンソンは法学者、ベーエは生化学
者。	  

+ 創造科学の批判者として-‐-‐-‐グールド、ドーキン
スをはじめ多くの著名な生物学者が創造科学
を批判。裁判で証言を行った例も。（科学哲
学者としてはルースの証言が有名）	  
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江本勝『水からの伝言』（波動
教育社）	  

+  「ありがとう」という言葉を見せた
（ビンに字で書いてはりつけた）
水を氷結させるときれいな結晶
になり、「ばかやろう」という言葉
を見せた水はきたない結晶に
なると主張。それぞれの図版を
掲載した写真集。	

12	
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+ 教育技術法則化運動に取り入れられ、小学
校の道徳の時間などに教材としてかなり広範
囲に使われた模様。	

+  AERAで『水からの伝言』の疑似科学性が取り
上げられたほか、物理学者らも批判運動に取
り組んでいる。	

　http://www.gakushuin.ac.jp/̃881791/fs/	

（田崎晴明氏による批判ページ）	
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+ ゲルマニウムを使った健康商品はさまざまな
タイプがある	  
– 服用型	  
– 装着型　（ゲルマニウムブレスレット）	  
– ゲルマニウム温浴	

14	

+  ゲルマニウムは血行が良くなるので貧血に効果がある、金属ゲルマニウム（主に無機ゲルマ
ニウムが使用される）を身につけることでマイナスイオンで疲れが取れる、新陳代謝を活発に
する、などといった効能があるといわれています。	

+  『身体が軽くなる』『痛みが和らぐ』といった効果は数多く実証されていて、プロスポーツ選手
がゲルマニウムを使っている例も多くあります。実際に赤外線などでゲルマニウムを身につけ
た場合の体の温度を測定してみると、あきらかにゲルマニウムを身につける前よりも体温が上
がっていることがわかります。	

+  なぜゲルマニウムがこのような効果を出すかというと、人間の体のイオンを調節してくれる役
割があるからです。体のイオンのバランスが崩れていると様々な障害があるのですが、ゲル
マニウムはそのバランスを調節してくれます。これによって、イオンのバランスが崩れていて
冷え性になっていたり、肩こりに悩まされていたりする場合でも、ゲルマニウムを身につけるこ
とで治ることがあるのです。	

+  ゲルマニウムは刺激が強いですので、人によっては効果が出すぎる場合もあります。そのよう
な場合はゲルマニウムの使い方を変えましょう。ゲルマニウムにはネックレス、ブレスレッド、
洋服など様々な商品がありますので、自分にあったゲルマニウムの使い方を探してみましょう。	

　　　　　　　　　　http://germaniumshop.net/jyoho/kouka.html	  

15	

+  国民生活センターが2009年6月25日にブレスレット12銘柄の調査結果を公表	
1．ゲルマニウム含有量	

    * ベルト部分からはゲルマニウムは検出されず、12銘柄中8銘柄は黒色又は金属の粒部分にもゲルマニウムが微量しか含ま
れていなかった。うち1銘柄はゲルマニウムが検出されなかった。	

2．ベルトの材質（略）	

3．接触皮膚炎の原因となる金属等の溶出（略）	

4．ゲルマニウムの効果等に関する表示調査	

    * 高純度のゲルマニウムを使用しているという表示で、ごくわずかな量しかゲルマニウムが含まれていない銘柄が8銘柄あった。
8銘柄中6銘柄には、10名中8名以上のモニターがゲルマニウム含有量が多いと回答し、誤認を招くおそれがある表示・広
告があった。	

    * 商品として効能・効果があると受け取れ、薬事法に抵触するおそれがあるインターネット上の広告がみられた。	

　　* 全ての銘柄に、ゲルマニウムが健康に対する何らかの効果を示す旨の表示がみられたが、独立行政法人科学技術振興機
構の科学技術文献データベースで検索したところ、科学的根拠を示す文献は確認できなかった。	

5．ゲルマニウムの効果に関する事業者へのアンケート調査	

    * ゲルマニウムのヒトに対する効果について、製造者又は販売者名が記載されていた5社に対してアンケート調査を行ったとこ
ろ、回答があった2社中1社は根拠となる資料を所有していなかった。	

    * インターネット通信販売業者の多くはゲルマニウムのヒトに対する効果についての科学的根拠を有しておらず、メーカーや
仕入れ業者から入手した資料を基に表示を行っていた。	
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+  調査結果のポイントだけまとめると	  
+  「ゲルマニウムブレスレット」にはほとんどゲルマニウ
ムは使われていない。	  

+  ゲルマニウムの着用が健康に効果をおよぼすという
文献はなく、製造・販売している業者もそういうデー
タを持っていなかった、ないし回答しなかった。	  

+  にもかかわらず、ほとんどの商品が、「ゲルマニウム
を多く含有している」「健康に効果がある」という趣旨
の記述を行っている。	
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•  神経科学会の声明(2010年1月8	  日）	  

•  「（前略）その結果、脳の働きについて、一般社
会に不正確あるいは拡大解釈的な情報が広がり、
科学的には認められない俗説を生じたり、あるい
は脳科学の信頼性に対する疑念が生じたりする
危険性が増大している。（中略）上述のような擬
似脳科学あるいはいわゆる「神経神話」が生じな
いよう、成果を社会がどのように受け取るのか考
慮した上研究結果を発表することが重要である。
（後略）」	

18	
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+ ここで言及されている神経神話	  (neuromyth)と
は？	  

+  OECDの2002年の本「脳を理解する」で使われ
ている表現	  

+ 脳神経科学の発達に伴って広まった脳に関
する俗信の総称	  

+  「脳の１０パーセントしか使っていない」「右脳
人間と左脳人間の区別が存在する」など	  

19	

+  ただし、場合によっては科学者と
いう肩書きを持つ研究者が自ら神
経神話を広めている場合も見受け
られる。	  

+  森昭雄『ゲーム脳の恐怖』(2002)
は日本発の神経神話としてよく取
り上げられる。ゲームをやりすぎる
と脳波のパターンが痴呆に近い状
態になると主張。研究者からは相
手にされていないが教育関係の
講演会にはよく呼ばれている模様。	
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+ 科学者はさまざまな形でこれらの事例に登場	  
+  「疑似科学」的なものの支持者として（ゲルマ
ニウム製品の開発者、神経神話を産むような
研究の遂行、一般への宣伝）	  

+ さまざまなレベルでの批判者として（個人、学
会、国民生活センターなどの団体に所属する
研究者、裁判における証人）	

21	

+ 以上のような関わり方のそれぞれについてさ
まざまな問題が発生しうる	  

+ 疑似科学よりの立場に立つ場合	  
– 研究すること自体は許されるか？特に公的資金
援助を受ける場合はどうか？	  

– 一般向けの講演などで話すのはどうか。	  
– どこまでなら許されるのか、その根拠は何か	  

22	

+ 疑似科学を批判する側に立つ場合	  
– 批判することが許されるのはどういう場合か、批判
することが義務になるのはどういう場合か	  

– 批判はどこまで踏み込むことが許されるか、どこま
で踏み込むべきか	  

– これらの判断の根拠はどこに求めるべきか	  

+ 中立的な立場に立つ場合	  
– 批判者と支持者のそれぞれに対してどういう態度
をとるべきか	  
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+ この問題についてどういう視点から考えるべき
だろうか？	  

+ 科学者倫理の研究の中では先行研究らしい
先行研究はない。	  

+  「ニセ科学批判」を実践している科学者らの間
ではある程度考察が進められている。	  

→天羽優子氏の議論	  

24	
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+ 天羽優子氏は「水商売ウォッチング」などで知
られる疑似科学的製品の批判を精力的に
行ってきた研究者	  

+ 天羽氏のサイト「ニセ科学まとめ」では、どうい
う論理で「ニセ科学」を批判するかがまとめら
れている	  

+  hEp://www.cm.kj.yamagata-‐u.ac.jp/lab/pseudoscience/ps-‐comments/
nisekagaku-‐contents	  

25	

+  「ニセ科学」は基本的には「嘘つき」である（しかもしばしば詐
欺を意図している）ことが問題（「ニセ科学」という呼び方も意
図的）	  

+  「ニセ科学」の定義においても、主張されている内容が科学
の手法によって得られる知見と食い違っているという点が重
視される	  

+  もちろん社会的には嘘つきが許容される場面もあるが、その
場合には許容されるべきだと主張する側に立証責任がある	

26	

+  実際的な判断基準としては分かりやすくてよい。	  
+  しかし、科学の正しい方法がなにかというのはそう簡単に答え
が出る問題ではない。	  

+  「嘘をついてはいけない」で片のつく問題もあるが、先ほど挙
げた問題の中にはそれでは答えにならないものもある。（研究
するだけなら「うそ」ではない。教育や医療についての政策的
意思決定はもっと総合的な基準で行われる必要がある。批判
する側の責任はまったく別の判断基準が必要。等）	

27	

+ ここでは、より包括的に議論するための一つ
の視点として、専門職倫理という視点を導入
することを提案する。	

+ 特に疑似科学的研究をする側ではなくそれを
批判する側の倫理に焦点をあてる	

28	

+ 科学者の倫理が論じられる場合、二つの側面
を区別する必要がある	  
– 科学者共同体内部の倫理	  
– 科学者共同体と外部社会の関係における倫理	  

+ もちろんこの二つはお互いに関係しあってい
る。	  

+ ただし、科学者の倫理がこういう形で整理して
分析されることはあまりない	  

29	

+ 科学者共同体の円滑な運営のために必要な
倫理	  

+ いわゆるFFP（捏造、改ざん、盗用）の禁止 が
その代表	  

+  FFPの背景をさらに考えると、科学者共同体の
基本財である「クレジット」にかかわる不正とい
う点が共通。FFPを見過ごすことでクレジットシ
ステムが崩壊する。	  

30	
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+ 科学者共同体が社会と関わる上で発生する
倫理的な責任	  

+ 説明責任	  

+ 外部資金を適切に使用する責任	  

+ 被験者に対する責任（動物実験も含む）	  
+ 科学の誤用・乱用を防ぐ責任（ラッセル＝アイ
ンシュタイン宣言など）	

31	

+  近年に至るまで、共同体内部の倫理と外部むけの
倫理は全く独立のものだった。	  

+  しかし、大規模な国家的支援を受けるプロジェクトが
捏造に基づいていた、といった事例が重なり、科学
者の倫理への外部からの関心は高まっている。	  
–  FFPについても内部の人間が納得していればいいというも
のではなく、一定の説明責任が発生している	  

– 近年の倫理綱領でもそうした認識はかならず言及される	  

32	

+  こうした変化は、お
そらく、科学者が単
なる「真理の探求
者」や「科学者共同
体のメンバー」を超
えて専門職倫理で
いうところの「専門
職」としての性格を
強めてきたことと関
係がある。	

外部の社会 

科学
者 

共同
体 

社会にとって
重要なサービ
ス 

研究者の育成 
研究の支援 

33	

+ 専門職としての科学者に対して期待される社
会へのサービスとは？	  
– 科学的知識は現代社会で信頼できる知識の代表
格で、重要な意思決定には科学的根拠が求めら
れる	  

– だが、一般人には科学的論争でだれが正しいの
かはわかりにくい	  

→信頼できる科学的知識の生産者、管理者として
の役割が科学者にはもとめられる。	  

34	

+ 専門職としての科学者に対して期待される社
会へのサービスとは？	  
– 科学全体が狭い意味で「役に立つ」ことを期待さ
れているわけではないが、分野によっては「役に
立つ」ことが求められる	  

– 分野によっては「国威発揚」などの別の効用が求
められる（スポーツ選手と類似？）	  

– 以上は実際に期待されていることでもあるだろうし、
「出資者」として妥当な範囲でもある	  

35	

+  こうした期待を科学者共同体が裏切り続けると、専門
職と社会の間の暗黙の契約関係にひびが入ることに
なる。（社会学的な主張なので経験的検証が必要）	  

+  捏造や改ざんが社会的大問題になるようになったの
もこうした背景を想定すれば自然に理解できる。	  

+  すべての科学者に対して科学全体について厳密な
連帯責任を求めるのは無茶。企業とは違う。	  

+  しかし暗黙の契約の一方の当事者としての科学者
共同体にゆるやかな集団的責任を求めるのは専門
職倫理という観点から正当化もできる。	  

36	
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+ 以上のような観察を疑似科学にあてはめると
どうなるだろうか？	  

+ 内部の倫理からの視点	  

+ 外部との関係における倫理からの視点	  

37	

+  FFPの観点からはどうか	  
– 疑似科学的な研究をする事自体はFFPのどれにも
違反しない。（もちろん、ゲルマニウムが入ってい
ないものを入っていると主張するようなのは別）	  

– 妙な研究をしていたとしても、共同体の公的な場
としての学会や学術誌といった場以外では特に
咎められることはない。（先に挙げた例はほとんど
一般社会むけの活動なので、ここで言う共同体の
公的な場にはあたらない）	  

– したがってそれを批判する責任も発生しない。	  
38	

+ 外部むけの倫理という観点から考えるとどうだ
ろうか	  
– 疑似科学が科学的知識としての質保証を欠いて
いるという要素を持つならば、疑似科学的なもの
を実践・容認することは一般論として科学者共同
体に期待される役割に反する。	  

– ゆるい集団的責任は疑似科学的言説にも適用さ
れうる。	  

– しかしそうした責任には専門職倫理の範囲内でも
さまざまな留保が考えられる。	  

39	

+ 外部むけの倫理という観点から考えるとどうだ
ろうか	  
–  ある種の疑似科学は、科学というものに対して社
会が与えるクレジットを不当に取得しているという
側面を持つ（FFPとのアナロジー）。そうした不当
なクレジット取得を放置しておくと、科学と社会の
暗黙の契約のシステムをおびやかす。	  

–  社会の側に直接の実害がないとしても、専門職
としての科学と社会の関係に対する間接的なダ
メージは発生する。	  

40	

–  しかしそうした責任には専門職倫理の範囲内でも
さまざまな留保が考えられる。	  

(1)  優先順位：科学者にまず期待されるのは科学的知識の生
産であり、それをきちんと果たすことが専門職としての科学
者の最大の責任。	  

(2)  メタ科学：そもそも科学者は「何が科学か」というメタ的な問
いについての専門家ではない。	  

(3)  ローカル知との対比：科学者に期待されている知識は狭い
意味での科学的知識だけとは限らない。ローカル知の活用
なども求められる場面がある。	  

(4)  社会的判断：あるべき教育や医療、あるいは社会的規範の
内容について判断するには狭い意味での科学的知識以外
のものが必要だが、科学者は必ずしもそうした領域に明る
いわけではない。	  

41	

+ 科学者にとっては自分の研究が最優先のは
ず。他人の研究や疑似科学的商品への批判
活動は、もしそれによって得られるものが特に
ないなら、むしろ社会からの期待に反する行
為となる。	  

+ しかし、ここであげた４つの例は、それぞれ別
の意味で深刻な害があると考えられたために
批判活動が行われている。	  

42	
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+ 具体的には	  
–  ID論や「水からの伝言」の場合→教育の場で科学
的常識や科学的思考を身につけることのさまたげ
になる	  

– ゲルマニウム健康商品の場合→まったく効果のな
い商品を効果があると思って買ってしまう人が出
る	  

– 神経神話の場合→脳神経科学への誤解が広まる。
脳神経科学の誤用、過大な期待、反動としての脳
神経科学への不信感など	  

43	

+ 想定される害がある程度存在するならば批判
活動は容認されるし、害がある程度以上大き
いならば、批判活動はゆるい連帯責任の中で
誰かが行うべき義務となるだろう。	  

+ 自分がそうした害に身近に関わっているなら
ば、科学者個人にとっての義務となる場合も
考えられる。	  

44	

+  科学者は何が科学で何が科学でないかを判断でき
るだろうか？	  

+  科学者は自分の研究領域の方法論には明るいがあ
らゆる分野の方法論に明るいわけではない。	  
　→不当に狭い基準で科学かどうかを判断してしまう可
能性	  

　→明らかに不適切な線引き基準を使ってしまう可能
性も。（反証主義をナイーブに受け入れる科学者が
多いことなど）	  

45	

+  科学者に期待されているのが専門知識の行使であ
るなら、専門知識を持たない領域であたかも専門家
のように発言することはむしろ社会からの期待を裏切
ることになる可能性すらある。	  

+  さらに言えば、そもそも科学と疑似科学の線引きは
科学哲学でいろいろ試みられたがこれまでうまくいっ
ていない。	  

+  実際、ID論に関する近年の議論では、哲学者はID論
を疑似科学と呼ぶのではなく、実質的な内容にもと
づいて批判する傾向が強い。	  

46	

+ しかし、科学者にメタ科学的な視点からの考
察ができないわけではない。	  

+ 科学者としてのキャリアが必ずしもメタ科学で
の権威を意味しないことは科学者たち自身も
意識して、ある程度の勉強や考察をしてから
発言するならば許容可能となりうるのでは。	  

47	

+ 線引きの原理的不可能性については、哲学
的議論の文脈と実際的議論の文脈で判断が
変わってもよいはず	  

+ どちらともつかないグレーゾーンが存在するか
らといって、明確に科学に含まれるもの、明確
に疑似科学的なものまで曖昧にする必要はな
い。	  

+ 天羽氏の「ニセ科学」の定義もそうした趣旨の
ものになっている。	

48	
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+ 科学者に期待されるのは科学的知識の生産・
管理だけとは限らない。	  
– たとえば企業の研究者にとっては学術誌に掲載
できるような研究をすることより製品の開発につな
がるような研究が問題	  

– 自然再生などにかかわる研究もローカルな知識
の活用が求められる	  

+ こうしたものと例に挙げたような疑似科学は明
確に区別できるだろうか？	  

49	

+ 単に論文として発表できるレベルの検証を経
ていないというだけで批判してしまうと、こうし
たローカル知についての判断と二重基準にな
るのをさけにくい。	  

+ 疑似科学かどうかの判断の直接の対象を「仮
説」や「言明」ではなくその仮説や言明を主
張・支持する者の「態度」におくならこの問題
はかなり解消できる。	  

50	

+ 天羽氏の「嘘をついているかどうか」という基
準は許容可能なタイプのローカル知と疑似科
学の区別としてかなり本質を突いていると思わ
れる。	  

+ たとえば、ある仮説が証拠によって支持されて
いないとしても、そもそも検証しようとしていな
いからか、検証する気はあっても手段がない
ために次善の策として受け入れているのかで
疑似科学かどうかの判定基準とすることはでき
る。	  

51	

+  一番やっかいなのが社会的意思決定にまつわる問題。	  
+  教育や医療については科学的な正しさが唯一の基準とは限
らない。	  

+  どういう人間を育てたいのか、健康をどうとらえ、どのような生
き方を望ましいと思うのか、など、社会の目標次第では、むし
ろ疑似科学的な要素をとりこみたいと思うかもしれない。	  

+  こうした社会的な目標については、科学者が特に権威を持っ
た判断ができるわけではない。科学者は社会の中では特殊
な階層であり、価値観の分布についてもかなり偏っていること
が予想される。	

52	

+ 具体例に即して考えると	  
– 創造科学の場合-‐-‐-‐-‐キリスト教を根幹とした社会で
は、キリスト教への確信がゆらぐことで社会が実際
に不安定になる可能性はある	  

– 水からの伝言やゲーム脳の場合-‐-‐-‐-‐結果として他
人に悪口を言わない、ゲームばかりしない子供が
育つなら疑似科学的な教育も方便として認められ
るべき？	  

– ゲルマニウム健康製品の場合-‐-‐-‐-‐プラセボ効果で
もそれによって実際に健康になるなら許容される
べきという考え方もありうる。	  

53	

+  これらの主張に対しては当然のように科学者の側か
らの反論はあるが、当然再反論もある。	  
– 宗教そのものが有害（害と益のどちらが大きいかは慎重な
検討が必要）	  

– 宗教や疑似科学にたよらなくてもまっとうな人間は育つ
（教育の効率性についてきちんと対照実験はされている
か？）	  

–  「水からの伝言」で伝えられる内容は、美と善の同一視な
ど、倫理的にも問題をはらんでいる（美と善を結びつけるこ
と自体は道徳教育の場で広く行われており、美から善を連
想する傾向をわれわれが持つということについては心理学
的な証拠もある。最終的に脱却するにせよ、最初の方便と
しては可では？）	  

54	
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+  これらの主張に対しては当然のように科学者の側か
らの反論はあるが、当然再反論もある。	  
– 教師が嘘を教えることや子供が科学的精神を身につけ損
なうことの損失の方が大きい（直接には尺度の違う価値の
比較であり簡単に答えは出ない）	  

–  プラセボ効果は非常に限られているので、きちんとした効
果のある健康製品を使った方がまし（それほど大きな効果
を必要としない場合には反対する理由になりにくい）	  

–  ゲルマニウム健康製品の場合は明らかな詐欺で、こんな
反社会的行為を放置してはならない（これはこの事例につ
いては反対する人は少ないだろうが、もっと確立された代
替医療になってくると意見が分かれるだろう）	  

55	

+  専門職倫理の図式に立ち戻るなら、科学者としての発言は自
分が専門知識を有している領域を明示して、そこに限定して
行うのが責任ある態度（技術者倫理や医療倫理などではこれ
に対応するような規則が明示されることが多い）	  

+  市民の一人として発言を行う分にはよいが、科学者としての
権威をもって社会問題について発言するならば権威の濫用と
なるおそれがある。	  

+  しかし逆に、市民の側は、きちんとした判断に必要な関連す
る知識を持たないことが多い（たとえば「水からの伝言」の信
憑性を評価するにはどういう実験が必要か、という知識など）	  

56	

+  では、疑似科学にかかわる社会的な意思決定はだ
れがどのようにやればよいのか？	  

+  一つ考えられるのはコンセンサス会議などの参加型
民主主義モデル。社会のさまざまな階層の人々が、
科学者から関連する情報をきちんと引き出した上で、
自分たちの価値観を持ち寄って話し合うモデル。	  

+  もしそうした場が設けられるなら、関連する知識を提
供するのは科学者共同体の側の責任となろう（個々
の科学者が責任をとる必要はないし、とらせようとす
ることが望ましくもない）	  

57	

+  以上の考察をディ＝ジョージの内部告発の要件風に整理し
て提案という形でまとめる。	  

+  参考：ディ＝ジョージ風とは？	  
1.  (深刻かつ相当な被害の存在)	  会社が、その製品や政策を通じて、その製品のユーザーであれ、

罪のない第三者であれ、公衆に対して深刻かつ相当な被害(serious	  and	  considerable	  harm)を及
ぼすと思われる。	  

2.  	  (直属上司への報告)	  従業員が直属の上司に予想される被害を報告し、自己の道徳的懸念を伝
える。	  

3.  	  	  (組織内で可能な解決方法の模索)	  従業員が内部的な手続きや企業内で可能な手段を試み尽
している。これらの手段には、通常、経営の上層部や、必要かつ可能な場合には取締役会に報告
することも含まれる。	  

4.  	  	  (挙証可能性)	  自分のその状況に対する認識が正しいものであること、また、その企業の製品ある
いは業務が一般大衆やその製品のユーザーに深刻で可能性が高い危険を引き起こす、というこ
とを合理的で公平な第三者に確信させるだけの証拠を持っているか、入手できる。	  

5.  	  (有効性)	  従業員が、外部に公表することによって必要な変化がもたらされると信じるに足るだけの
十分な理由を持っている。成功をおさめる可能性が、個人が負うリスクとその人にふりかかる危険

に見合うものである。	  	  
+  1,2,3	  が内部告発許容の条件、4,5まで満たすと義務になる。（奥田太郎氏による

訳を利用させていただいた。hEp://www.nanzan-‐u.ac.jp/~okuda/wri"ngs/whistle.html）	  

58	

+  科学者が疑似科学を批判することは以下の場合に
許される（十分条件）	  
(1)	  批判にともなうコストに見合う大きな害や不当なクレジット
の取得が想定される	  

(2)	  疑似科学かどうか判断するのに必要な関連する知識（メ
タ科学的知識も含めて）を持っている	  

(3)批判の対象はローカル知などと明確に区別される疑似科
学的な特徴を持つ	  

(4)批判は批判者が専門知識を持つ領域を明示する形で行
われ、社会的意思決定に不用意に踏み込まない	  

59	

+  科学者共同体が疑似科学を批判することは以下の
場合に集団的責任になる（十分条件）	  

+  さきほどの(1)から(4)の条件を集団として満たしてい
ることに加えて	  
(5)	  その疑似科学を放置することによる社会への害やクレ
ジット取得の不当性が非常に大きい	  

(6)批判することによって害が回避できる見込みが高い	  
(7)	  その疑似科学を批判するにはまさにその共同体の専門
領域の知識が必要である	  

60	
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+  ある個人の科学者が疑似科学を批判することは以下
の場合に義務になる（十分条件）	  

+  さきほどの(1)から(4)の条件に加えて	  
(5)	  その疑似科学を放置することによる社会への害やクレ
ジット取得の不当性が非常に大きい	  

(6)　批判することによって害が回避できる見込みが高い	  
(7’)	  その疑似科学を批判するにはまさに自分の専門領域の
知識が必要であり、周囲には批判をする能力と意思を
持った人が見あたらない	  

(8)	  科学者自身にとってのコストが比較的小さい	  

61	

+  ディ＝ジョージ風ではあるが細部はかなり違う。	  
+  ディ＝ジョージの基準では内部での解決の模索がかなり大き
なウェイトを占めるが、内部告発と違って疑似科学批判は特
定の組織の中で行われるわけではない。	  

+  (2)から(4)の関連する専門知識についての条項は、ディ＝
ジョージの場合は「挙証可能性」という形で、許可ではなく義
務の側の条件となっている。しかし、科学者の持つ社会的な
権威を考えると、科学者が不用意な批判を行うことについて
は一般人の内部告発よりも厳しい基準が適用されてしかるべ
き。不用意な発言は専門職としての科学者への不信感にも
つながりうる。	  

62	

+  義務については共同体としての集団的責任と個人の責任を
区別した。内部告発と違い、神経科学学会の例のように学会
として声明を出したり、学会内で役割分担を行ったりという責
任の取り方もある。	  

+  ディ＝ジョージは予想される害の大きさを許可と義務を分ける
基準としては使っていないが、これは不可解。予想される害
が大きければ大きいほど義務としての様相が強くなると考える
のが自然。(5)の条件はその差を明確にするため入れたもの。	  

+  (6)はディ＝ジョージと同様の趣旨で入れてある条件。	  
+  (7)や(7’)にあたるものはディ＝ジョージにはないが、社会から
付託された主要な任務でないものが社会に対する義務となる
ためには、他の人（集団）にはできないという面は必要。	  

63	

+  個人が(7’)を満たすのはかなり例外的な状況だが、共同体を
広くとれば、ある研究共同体が(7)の条件を満たすことは多い
はず。	  

+  個人について(8)の条件をつけたのは、義務と義務以上の行
為を区別するため。ディ＝ジョージの条件では(6)にあたるも
のとセットになっているが、分けた方がポイントが明確化する
はず。（ちなみに、天羽氏は実際批判した相手の企業から告
発されるなどの経験をしており、批判行為のリスクは無視でき
ない）	

64	

+  ここに掲げた条件はまだ予備的なものなので洗練が必要。	  
+  疑似科学とは何かということについての科学哲学的考察や、
科学者共同体の仕組みに関する社会認識論的な考察ともっ
ときちんと連動させる必要がある。	  

+  批判する側だけでなく、科学者として疑似科学的営みに参加
する側の基準についても同種の基準を考える必要がある。	  

+  内部告発者の保護が必要になるのと同じような理由で、公益
のための批判者に対しては、リスクを軽減するための保護的
措置を考える必要があるかもしれない。	

65	

+  疑似科学的な営みについては科学者は支持する側
や批判する側などさまざまな形で実際に関わりを
持っている。	  

+  本発表では「専門職倫理としての科学者倫理」という
観点から、疑似科学に関して何が許され何が義務と
なるのかについて、特に批判する側に着目して考え
た。	  

+  そうした考察の結果を、ディ＝ジョージ風の一連の基
準としてまとめた。これが今後の議論のたたき台とな
ることを望む。	

66	


